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 第６章 建築基準法による勧告又は命令等についての所管行政庁との連携    
 

１．耐震改修促進法による指導等の実施 
 国の基本方針では、「所管行政庁は、全ての特定建築物に対して、法第７条の規定に基づく

指導・助言を実施するとともに、指導に従わない建築物については必要な指示を行い、指示

にも従わない建築物については、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表する必要があ

る。」としています。 

 県及び特定行政庁は、耐震改修促進法に基づく指導・助言、指示、公表の実施についての

基準、方法を明確にし、この手続きに基づき指導・助言並びに指示を行った上で、指示に従

わない場合についての公表を確実に行うことで耐震化を促進します。 

 特定建築物以外については、啓発・普及活動の中で適切な指導を実施します。 

 指導・助言は、庁舎・学校・病院・社会福祉施設など災害時に重要な機能を果たしたり、

多数の者が利用している建築物を優先的に実施します。 
 

 

区分 法の内容 方法 

努力義務 
特定建築物 

(法第 6 条) 

耐震関係規定に適合し

ない特定建築物の所有者

は、耐震診断を行い、必要

に応じて耐震改修を行う

よう努める義務がある。 

 

指導及び助言 
特定建築物 

（法第 7 条第１項） 

所管行政庁は、特定建築

物の所有者に対し、耐震診

断及び耐震改修について

必要な指導及び助言をす

ることができる。 

・耐震診断等実施の啓発文書の送付 

・特定建築物の所有者を対象とした

耐震診断、耐震改修の必要性の説

明会開催 

・耐震診断等の相談受付 

指示 
特定建築物 

（法第 7 条第 2 項） 

所管行政庁は、地震に対

する安全性の向上を図る

ことが特に必要な建築物

の所有者に対し、必要な指

示をすることができる。 

・実施すべき具体的な事項を明示し

た指示書の交付 

公表 
特定建築物 

（法第 7 条第 3 項） 

所管行政庁は、指示を受

けた特定建築物の所有者

が正当な理由がなく、指示

に従わない場合はその旨

を公表することができる。 

・公表の方法等については検討中 

 
 

 

 
 

 
 

 

表 6-1 耐震改修促進法による耐震診断又は耐震改修の指導等  
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２．建築基準法による勧告又は命令等の実施 
 国の基本方針では、「（耐震改修促進法に基づく）指導・助言、指示等を行ったにもかかわ

らず、必要な対策をとならなかった場合には、特定行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性について著しく危険性が高いとされた建築物（構造耐力指標 Is 値が０．３

未満の建築物）については速やかに建築基準法第１０条３項の規定に基づく命令を、今後劣

化が進み著しく危険性が高くなるおそれがあると認められる建築物については、同条第１項

の規定に基づく勧告や同条第２項の規定に基づく命令を行うことが必要である。」としてい

ます。 
 県及び特定行政庁は、公表を行ったにもかかわらず耐震改修等を行わない場合は、建築基

準法による勧告・命令の実施についての基準、方法を明確にし、これらの手続きに基づき勧

告・命令を確実に行うことで耐震化を促進します。 
 

 

公表を行ったにもかかわらず建築物の所有者が耐震改修等を行わない場合 

勧告 命令 命令 

建築基準法第 10 条第 1 項 建築基準法第 10 条

第 2 項 

建築基準法第 10 条第 3 項 

特定行政庁は、（中略）損傷、

腐食その他の劣化が進み、その

まま放置すれば著しく保安上危

険となり、又は著しく衛生上有

害となるおそれがあると認める

場合においては、当該建築物又

はその敷地の所有者、管理者又

は占有者に対して、相当の猶予

期限を付けて、当該建築物の除

却、移転、改築、増築、修繕、

模様替、使用中止、使用制限そ

の他保安上又は衛生上必要な措

置をとることを勧告することが

できる。 

特定行政庁は、前

項 の 勧 告 を 受 け た

者 が 正 当 な 理 由 が

なくてそ の 勧 告 に

係 る 措 置 を と ら な

か っ た 場 合 に お い

て、特に必要がある

と認めるときは、そ

の者に対し、相当の

猶予期限を付けて、

そ の 勧 告 に 係 る 措

置 を と る こ と を 命

ずることができる。 

前項の規定による場合のほか、

特定行政庁は、建築物の敷地、構

造又は建築設備が著しく保安上

危険であり、又は著しく衛生上有

害であると認める場合において

は、当該建築物又はその敷地の所

有者、管理者又は占有者に対し

て、相当の猶予期限を付けて、当

該建築物の除却、移転、改築、増

築、修繕、模様替、使用禁止、使

用制限その他保安上又は衛生上

必要な措置をとることを命ずる

ことができる 

 

 
３．所管行政庁との連携 

 県は、所管行政庁及び特定行政庁と連携して、耐震改修促進法に基づく指導・助言、指示、

公表及び建築基準法に基づく勧告、命令の基準、手続きについて設定し、的確に実施し、耐

震化の促進を図ります。 

 
 

表 6-2 建築基準 法による勧告又は命令 


